
 

世界をリードする質の高い成果が出始め、国際的に高い評価を受けている。領域全体と

しては、当初の目標の達成に向けて順調に進捗していると言える。 

 

ナノサイエンス・物質科学領域では、「量子計算技術」においてGaAs量子ドットを

用いた光学的量子演算で超高速回転ゲート量子演算が実施された。「界面の機能解明」

においては、電池高出力化研究における薄膜界面作製技術の確立など、顕著な成果が挙

がってきている。また、サイアロンのナノ構造を制御することにより色純度と耐久性を

兼ね備えた各色の蛍光体の開発がおこなわれ、ＬＥＤ照明スペクトルの設計が可能とな

り、ＬＥＤ照明の色再現性が向上するなど応用へ向けての研究にも進展がみられている。 

 

国家基幹技術であるＸ線自由電子レーザーについては、平成２２年度中の装置完成と、

平成２３年度からの共用開始を目指して、着実な予算措置が実施され、装置を構成する

入射器・加速器等の装置製作と、これらの装置を収容する建屋の施設整備が進むと同時

に、完成後、直ちに本格的な利用研究を実施する際に想定される問題の解決や、先端的

成果を得るための研究開発課題の検討が行われているところである。 

 

③戦略重点科学技術の進捗状況 

ナノテクノロジー・材料分野では、戦略重点科学技術の選択と集中の戦略概念として、

（ⅰ）社会、産業からの要請が強く、しかも『True Nano』や革新的材料でなければ解

決が困難な課題、（ⅱ）ナノ領域特有の現象・特性を活かし、不連続な進歩や大きな産

業応用により国際競争の優位を確保する課題、（ⅲ）『True Nano』や革新的材料技術

によるイノベーションの創出を加速し国際競争の優位を確保する推進基盤、であること

を基準として上記の３戦略の下で１０の戦略重点科学技術を設定している。これらの

進捗状況は、中間年としては概ね順調に研究開発が進んでいるところである。 

 

各技術の実施状況は以下の通りである。 

 

「クリーンなエネルギーの飛躍的なコスト削減を可能とする革新的材料技術」につ

いては、平成17年度から平成19年度まで活動した連携施策群「水素利用／燃料電池」

において、関係府省庁の連携が図られ、日本発の技術でエネルギー問題解決を目指し、

燃料電池については触媒活性化機構の解明や実証運転試験、次世代白色ＬＥＤについ

ては色再現性に優れた電球色ＬＥＤの試作など優れた成果が出ており、概ね研究計画

通り順調に進んでいる。 

 

「資源問題解決の決定打となる希少資源・不足資源代替材料革新技術」については、

文部科学省と経済産業省による「元素戦略／希少金属代替材料開発プロジェクト」が

立ち上がり、それぞれ課題の採択、研究体制の組み上げを行っており、当初の計画通

り目標達成に向けての研究開発体制が整った。 

環境機能性触媒の開発については、エネルギー変換型光触媒の効率、選択酸化触媒

の収率、固体酸触媒の選択性等の大幅な改善が見られ、高選択性実現機構についての

解析も進んでおり、全体的には当初の目標どおり進んでいる。 
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「生活の安全・安心を支える革新的ナノテクノロジー・材料技術」については、高

強度鋼の開発等の革新的な材料開発において、自動車に適用可能な軽量で高強度高延

性の複層鋼板の製造技術の基盤シーズを確立したほか、高級鋼厚板溶接部の信頼性・

寿命を大幅に向上する溶接施工・溶接材料技術及び金属組織制御技術の開発および、

部材の軽量化を図るための強度、加工性等の最適傾斜機能を付与する機械部品鍛造技

術の基盤技術を確立するなどの進展があった。食品素材のナノスケール加工及び評価

技術については、食品のナノ粒子の物理化学特性、腸管吸収基礎特性等を解明するた

めに必要な実験動物や評価モデル系が開発され、順調に進展している。また、防火服

の開発においては、開発ナノテク防火服の優れた耐熱性能をサーマルマネキンで評価

するためのバーナー装置の改造を実施するとともに、数値シミュレーションで耐熱評

価が可能なプログラムを開発するなどの進展がみられた。革新的構造材料を用いた新

構造物の性能評価手法の開発において、高度な耐震性能を実現するための評価用地震

動の設定法や実用的な地震応答予測法等を導入した性能評価指針の策定がおこなわ

れ、全体的には当初の目標どおり進んでいる。 

 

「イノベーション創生の中核となる革新的材料技術」については、ナノ構造部材技

術において、新しい動作原理に基づく３端子型原子スイッチの開発とその実用化に不

可欠な製造プロセスの開発に成功し、信頼性や繰り返し耐性なども確保し、原子スイ

ッチの実用化へ向けた企業との連携が大幅に前進する等、当該技術の目標である実用

材料にスケールアップするための各種研究が順調に進んでいる。高機能材料創成技術

については、ナノからマクロスケール表面・空間において物質・情報変換を可能とす

る、新機能物質創製に不可欠な不均一錯体構築と触媒機能開発を行い、自己組織化性

機能分子コンポーネントといった、機能性物質群を合成するなど各種研究が順調に進

んでいる。また、超低電力消費エレクトロニクスを可能にする巨大電気磁気効果を示

す系の創製に関して、円錐型らせん磁性を持つヘキサフェライト磁石を見出し、３０

mＴという低磁場での強誘電分極の発生と磁場による全方向制御を実証するなどの成

果が得られており、概ね研究計画通り順調に進んでいる。 

 

「デバイスの性能の限界を突破する先端的エレクトロニクス」については、バイオ

とナノテクノロジーの融合を目指したバイオナノプロセスの要素技術開発において、

バイオ分子を用いた電子デバイスに利用可能なナノ構造を作製できることが示され

た。また、自己組織化技術による環境負荷の低い製造プロセスの要素技術をバイオナ

ノプロセスにより追求し一定の成果が得られるなど、この分野での研究が順調に進ん

でいる。また超高密度メモリ技術に関しては、40Tb/in2級を目指す記憶媒体開発研究

により、実証素子作製がおこなわれ、プロセス技術基盤の確立がなされた。また、ナ

ノゲルフォトポリマ材料とコリニアフェーズロック技術の開発により高密度メモリ

の実証素子が開発され、メカニズムが検証されるなど順調な進展がみられる。 

 

「超早期診断と低侵襲治療の実現と一体化を目指す先端的ナノバイオ・医療技術」

については、平成１７年度から実施されてきた連携施策群「ナノバイオテクノロジー」
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において関係省庁間の連携が図られ、子宮内での胎児手術などの低侵襲治療機器や超

音波等を用いた分子イメージング技術等の開発において、厚生労働省と経済産業省の

マッチングファンドが行われている。また、アルツハイマー病の超早期診断用装置に

関し、新規プローブの臨床評価のための超小型自動合成装置を開発する等、着実な進

展が見られるとともに、微小がんの超早期診断の実現に向けて、ＰＥＴの装置設計や

検出器の二次試作・評価、ＭＲＩの高機能化のためのコイルや撮像ソフトの開発、染

色体異常を簡便に解析するゲノムアレイ等の技術要素開発、分子プローブ製剤技術開

発等、高感度・高精度な分子イメージング機器の開発が進展した。ナノテクノロジー

を活用した人工臓器の開発分野では、血管化技術において格段の進歩等がなされた他、

人工骨のデバイス化でも進展があった。 

 

「ナノテクノロジーの社会受容のための研究開発」については、平成１８年度には

科学技術振興調整費における「ナノテクノロジー影響の多領域専門家パネル」の報告が

なされているが、平成１９年度より、関係省庁間の連携を図ることを目的とし、連携

施策群「ナノテクノロジーの研究開発推進と社会受容に関する基盤開発」が設置され、

関係府省の研究施策、行政施策の推進に資するための情報共有を図る目的で関係者の

共通理解を深めるための取組や、ナノテクノロジーの社会受容性を高めるための取組

（シンポジウム、メールマガジン等による情報提供）も進展してきた。また、平成18

年度以後、関係府省のファンドによるナノ材料の有害性・リスク評価に関する研究プ

ロジェクトが実施され、第３期科学技術基本計画開始前と比較して研究費の規模は大

きく増大している。それと並行して、ナノマテリアルの安全対策に関する各省の行政

施策としての取組も活発化し、平成１９年度末より関係各省において安全対策のため

の検討会等が設置され、平成２０年度に各種のガイドライン等が取りまとめられた。 

 

「イノベーション創出拠点におけるナノテクノロジー実用化の先導革新研究開発」に

ついては、日米若手研究者交流を実施して研究者の交流を促進しているほか、シンポ

ジウムの開催やホームページ上での情報発信をおこない、ナノテクノロジー研究を戦

略的に推進している。また、ナノテクノロジー・ネットワークにおいては、全国13

拠点（26機関）の研究施設の共用化により、平成19年度における利用実績は1,316

件を達成しており、目標の実現に向けた進展がみられた。 

 

「ナノ領域最先端計測・加工技術」については、ナノテクノロジーに共通な構造及び

機能特性に関する計測基盤技術が確立され、粒子質量計測技術、薄膜熱物性計測技術

に関しては実用計測器が開発されて普及しつつある。また、ナノ材料に関する新たな

標準物質として１２種類の標準物質開発が行われるなどの進展がみられた。ナノサイ

ズの金属細線を緻密に並べ、表面プラズモンを利用した金属ナノレンズが提案され、

理論検証が行われた。世界最高強度の軟Ｘ線レーザーを利用して、世界ではじめてＸ

線領域で2光子イオン化という非線形光学現象が観測され、Ｘ線領域での非線形光学

において新しい扉が開かれた。また、細胞表面などの計測・分析・操作や材料・デバ

イスのナノ構造の計測技術が確立されるなど、概ね研究計画通り順調に進んでいる。 
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「X線自由電子レーザーの開発・共用」については、線型加速器収納部建屋及びアン

ジュレータ収納部建屋が完成し、引き続き加速器等の整備が実施され、利用推進研究

18件が実施された。また、利用推進研究課題の統合・絞り込みが実施されるなど当初

目標達成に向けて計画通り順調に進んでいる。 

 

（３）推進方策について 

○国の関与の必要性と官民の役割分担 

 民間企業の研究開発投資は、低リスクで、短期に成果が得られる部分に集中すること

は否めないことから、第３期科学技術基本計画の分野別推進戦略においては、基礎的段

階にあり実用化までに長期間を必要とする研究開発、リスクの高い研究開発、産学官の

領域を超えた知の集約や大型研究施設の利用等を必要とする大規模な研究開発、環境保

全や国民の安全・安心といった社会性の強い出口を想定した研究開発等に対しては、産

業的に有望な課題であっても民間の研究開発投資が及びにくく、民間のイノベーション

を誘発する意味からも国の関与が必要であるとしており、これまでの計画期間中、この

方針に沿った研究支援が適切になされていると言える。 

 一方で、世界同時不況等の近年の各種の状況変化により、ナノテクノロジー・材料分

野の主要な出口産業であるエレクトロニクス産業を始めとして、各種関連産業における

業績の低迷が進み、産業界の研究開発投資にも大きな影響が及んでいる。 

 さらには、米欧アジア各国の積極的な研究開発の強化施策により、論文、特許数等に

おいても、我が国の優位性の後退が認められてきており、第３期科学技術基本計画の開

始当時に我が国が築き上げていた世界トップレベルの技術力が大きく揺るがされつつあ

る。このような状況を解決することが今後の課題となっている。 

 

○人材育成と拠点形成 

分野別推進戦略においては、ナノテクノロジー・材料分野の研究開発は、広範囲の研

究分野を包含し学際的な性格を有することに鑑み、分野融合に適応し得る幅広い視野を

持った研究者を育成することが重要であるとしていることに加え、研究拠点の整備は、

ナノテクノロジー・材料分野の基礎研究の推進策とともに、実用化に繋げる展開を図る

ための推進策としても重要な役割を担うことから、異分野から様々な研究背景を持った

研究者が一つの場所に集い、研究者間の交流を通してイノベーションを生み出す分野融

合の場として活用すべきであると同時に、人材育成の場としても機能するよう運用に対

する配慮が必要であるとしている。 

文部科学省は、平成１３年度から１８年度までの５年間で推進した「ナノテクノロジ

ー総合支援プロジェクト」における最先端機器の共有化の成果に基づき、「先端研究施設

共用イノベーション創出事業（ナノテクノロジー・ネットワーク）」を開始し、全国の大

学、独法等からなる１３の地域拠点（26機関の参加）を形成し、それらが保有している

先端的な施設・装置の共用化を通じて分野融合を推進することにより、ナノテクノロジ

ーの研究基盤の強化を図っている。また、科学技術振興調整費新興分野人材養成におい

て、 若手人材の育成が図られている他、文部科学省の「ナノテクノロジー・材料を中心

とした融合新興分野研究開発」において、ナノバイオ・インテグレーション研究拠点と

して、医工連携を中心とした異分野融合の促進、世界最高水準のナノバイオ研究拠点の
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形成及び人材育成が推進されている。 

しかしながら、研究開発拠点の形成が重要であるものの、我が国全体としてみた場合

では十分な数があるとは言えない。さらには、近年の理工系大学進学者数の減少など今

後の優秀な研究者不足、人材不足が懸念されており、こうした人材育成・研究支援組織

の整備などを引き続き進めていく必要がある。 

半導体業界を例に挙げると、海外においては、ＩＢＭやＩＭＥＣなどを中心として外

部連携やグローバルな研究体制構築が進んでおり、日本企業が上記研究開発連合への参

加を積極的に進めているが、国内研究機関では外国籍研究者の比率が極端に小さく、ま

た企業の研究費に占める社外委託分の比率が小さいなど、グローバル化やオープンイノ

ベーション化で遅れている傾向が見られることから、人材育成とグローバル化の双方に

繋がる国内における戦略的な研究拠点の整備は今後の課題といえる。 

 

○国の研究資源配分のあり方 

 分野別推進戦略においては、ナノテクノロジー・材料分野の研究開発をイノベーショ

ン創出へつなげていくためには、当該分野のみならずライフサイエンス、情報通信、も

のづくり技術など他の推進分野との異分野連携・垂直連携による研究開発を推進する必

要があるとしている。経済産業省（ＮＥＤＯ）の実施する施策である異分野異業種ナノ

テクチャレンジ（ナノテク革新部材実用化研究開発）では、基礎・応用の段階から大学・

研究機関に加えて企業チームが参加することを必須条件とし、後年に実用化のステージ

に進むか否かのステージゲート方式を設け、出口への展開を効率的に図る取組を行って

おり、今後の進展が期待される。 

 

○産学官及び府省の連携 

研究開発の成果を有効に産業化につなげていくためには、大学と企業との連携を一層

進める必要がある。大学が企業側のニーズを十分把握することに努める一方で、企業が

研究開発課題を大学側に提示するような、相互の積極的な働きかけが必要である。特に、

ナノテクノロジーは、他の技術と異なり、商品化に向けて研究開発を行うには、異分野

異業種との連携等が不可欠であり、産学官との連携、異分野異業種との融合等が重要で

ある。現在、複数の大学で進められている医工融合研究・教育の施策は、今後大きな成

果が期待される。 

府省連携については、第３期の基本計画期間中に着実に進展してきている。府省連携

のさきがけとなり、平成１６年から開始された革新的な構造材料を用いた新構造システ

ム建造物に関しての「府省連携プロジェクト」が平成２０年度に成果を持って成功裏に

完了した他、府省連携の継続的な枠組みとして、科学技術連携施策群（以下、「連携施策

群」という。）「ナノバイオテクノロジー」、「水素利用／燃料電池」、「ナノテクノロジー

の研究開発推進と社会受容に関する基盤開発」の推進により、省の壁を越えたマッチン

グファンドの実現などの連携の促進が図られている。 

また、平成１８年１１月に文部科学省と経済産業省は連携して「合同戦略会議」を設

置し、両省独自の「元素戦略検討会」「希少金属代替材料開発プロジェクト企画委員会」

における議論を踏まえ、各プロジェクトの研究内容、効率的な推進方策や省庁連携の在

り方等について意見交換を行った。これをもとに、平成１９年度より、文部科学省が「元
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素戦略プロジェクト」を、経済産業省が「希少金属代替材料開発プロジェクト」を、公

募段階から両省連携を取って推進した。また、両省は合同で「ナノエレクトロニクス合

同戦略会議」を設置し、日本の次世代ナノエレクトロニクスの在り方についても議論を

行うなどしている。 

  

○安全・安心に資する取組と責任ある研究開発推進 

  ナノテクノロジー分野における国際的な動向として、平成１９年５月よりＯＥＣＤの

科学技術政策委員会の下に「ナノテクノロジー作業部会」が設定され、ナノテクノロジ

ーの成果を示す指標の共通化、国際共同研究開発促進のためのデータベース作成、研究

インフラの利用や国際協力の有効な方法などナノテクノロジーの責任ある推進方策につ

いて議論されている他、「工業ナノ材料安全作業部会」ではＩＳＯ/ＴＣ２２９とも連携

してナノ材料の安全性評価開発支援のための、工業ナノ材料のヒト健康、環境影響に関

する国際協力が促進されてきている。 

こうした中、日本においては、ナノ材料の有害性・リスク評価に関する研究として、

経済産業省／ＮＥＤＯでは平成１８年度より５年間の予定で「ナノ粒子の特性評価手法

の研究開発」を、物質・材料研究機構では平成１９年度から４年間の予定で標準ナノ試

験物質を創製し、細胞とこれらの物質との相互作用を解明する研究が、さらには厚生労

働省及び環境省では、ナノ材料の健康影響に関する研究プロジェクトが実施されてきて

いる。 

一方で、ナノ材料の有害性に関するセンセーショナルな報道も多くなってきている中、

有害性に関する個々の研究成果を体系的なリスク評価として、ナノテクの責任ある研究

開発に結びつけていくことの必要性が大きくなってきているが、各種の膨大な情報に科

学的な側面で対応し切れていない部分もあり、まだこうした体系的な研究成果の発表に

は至っていない。 

また、今後のナノテクノロジーの発展のためには、科学的知見に基づく基盤技術を確

立し、一定の共通認識の下で、技術の方向性などを議論していくことが必要であること

から、この分野の府省共通の課題として取り組むこととし、平成19年度より、科学技術

連携施策群「ナノテクノロジーの研究開発推進と社会受容に関する基盤開発」が設置さ

れた。当該連携施策群のこれまでの活動状況については、以下の通りである。 

  

本連携群の推進に当たっては、平成19年の初頭において、関係各省の連絡会を通し、

連携強化の観点から、関係各省の施策で取り扱われていない領域、即ち補完的に実施

すべき研究開発課題について、関係府省間での議論を経て、総合科学技術会議で補完

的課題のテーマとして「ナノテクノロジーの研究開発推進の共通基盤となるデータベ

ース指標の構築に向けた調査研究」が決定された。補完的課題では、①物性や有害性

に関するデータの統合化や有機的な連結方法を検討し、データベース指標の考え方を

確立すること、②ユーザの目的と問題意識に応じて結果が表示され、推論および判断

の支援機能をもつ知識基盤のプロトタイプの設計と作成を行うこと、③ナノテクノロ

ジーの現状や問題点の客観的・科学的な把握を通じ、社会受容促進のための情報伝達

手段がどうあるべきかを判断するための情報蓄積を行うこと、の三つを目的とし、東

京大学を中心として、物質・材料研究機構、産業技術総合研究所との連携体制で開始
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した。また、ナノテクノロジーの社会受容に関する取組は、国際的にも開始間もない

ことから、平成19年度においては、関係府省、関係研究者等の共通理解を促すことを

目的としたタスクフォースを計８回開催した。 

   こうした中でナノマテリアルの安全対策に関しては、平成19年度末より関係各省の

取組（安全対策のための検討会等）が本格化してきたことを受け、連携施策群の下に、

文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省及び内閣府の関係府省に

加え、関係研究機関の研究者、産業界をメンバーとする各省連携会議を設置した。各

省連携会議においては、まずは関係府省の研究施策、行政施策の推進に資するための

情報共有を図ることを第一の目的とし、ナノ物質の標準化やリスク評価等に関する国

内外の活動状況の俯瞰作業を行い、関係者の共通理解を深めてきた。（俯瞰図参照。） 

第３期科学技術計画の分野別推進戦略（ナノテクノロジー・材料分野）においても

述べられているように、ナノテクノロジーの社会受容性を高めるに当たっては、社会

全体への説明も重要となってくることから、平成 20 年 10 月には、関係各省の施策・

安全対策への取組に加え、補完的課題も含めた連携群全体の活動報告のためのシンポ

ジウムを実施した。また、この間にナノ材料の開発を支援するための各種ツールが作

成されるなど、補完的課題の研究も進展してきている。さらに、補完的課題において

は関係者への情報伝達ツールとして開始したメールマガジンは産業界を始めとした各

方面で高い評価を得ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国際協調と知財戦略 

環境領域
健康・安全領域

労働衛生領域

科学技術連携施策群「ナノテクノロジーの研究開発推進と社会受容に関する基盤開発」全体俯瞰図（H21.3時点）

リスク
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

ナノマテリアルの社会受容のための基盤技術の開発（文科省）

化学物質リスク研究「ナノマテリアルのヒト
健康影響の評価手法の開発のための有害
性評価及び体内動態評価に関する基盤研
究」他６件（厚労省）

【補完的課題】 ナノテクノロジーの研究開発推進の共通基盤となるデータベース指標の構築に向けた調査研究
（東京大学：ナノ材料開発支援共通知識基盤総合指標および推論支援方法、プロトタイプ）
（（独）物質・材料研究機構：各種のナノ物性データ、計測方法）

リスク管理・
評価技術

ナノ計測基盤技術（経産省）（～H19）

ナノテク・先端部材実用化研究開発（ナノテクチャレンジ）の一部（経産省）（～H19）

化学物質リスク・安全管理研究領域（環境分野）

ナノテクノロジー・材料分野推進基盤領域–推進基盤-

ナノテクノロジー・材料分野推進基盤領域–技術基盤-

【補完的課題】 ナノテクノロジーの研究開発推進の共通基盤となるデータベース指標の構築に向けた調査研究
（（独）産業技術総合研究所：社会受容促進のための情報伝達手段の検討、意識や動向の把握）

環境ナノ粒子環境影響調査（環境省）

ナノ材料環境影響基礎調査検討会
（環境省）

ナノマテリアルの安全対策に
関する検討会（厚労省）

ヒトに対する有害性が明らかでない化学
物質に対する労働者ばく露の予防的対策

に関する検討会（厚労省）

ナノ粒子の特性評価手法開発（経産省）

評価・計測
技術

標準ナノ
物質

（科学技術振興調整費「ナノ物質の生体・環境影響とコミュニケーションの課題」（文科省、各省関係研究機関）（H１８））

適宜合同開催

国の取組み 民間の取組み

ナノテクノロジービジ
ネス推進協議会（Ｎ
ＢＣＩ）における社会
受容・標準化活動
（ＮＢＣＩ：社会受容・
標準化委員会）

ビジネス戦略ロード
マップの作成（NBCI）

各種ナノテクノロジー研究施策（関係各省）

「ﾅﾉﾏﾃﾘｱﾙ製造・取扱い作業現場における当面のばく
露防止のための予防的対応について」通知（厚労省）

委託調査事業「ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰの研究・製造現場における
適切な管理手法に関する調査研究」（経産省）（H18）

ナノテクノロジー政策検討会（経済産業省）

通知、報告書内容等に
関する企業説明会の実

施（NBCI）

ビジネスマッチング活
動（NBCI） 等

環境中におけるナノ粒子の体内動態と
健康影響評価 （独）国立環境研究所

先端産業における材料ﾅﾉ粒子のﾘｽｸ評価に関す
る検討 （独）労働安全衛生総合研究所ナノマテリアルの安全対策調査業務（厚労省）

食品領域

食品素材のナノスケール加工及び評価技術の開発(加工技術及び評価技術）（農水省）
ナノバイオテクノロジー・生体材料領域

ISO、IEC等国際標
準化関連の国内委
員会（各種団体）

：連携群対象施策

：関連施策

：戦略重点領域名

研究開発推進

共通基盤

ナノマテリアル製造事業者等における安全対策のあり方研究会（経産省）

材料創成
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国際協調として、前項のＯＥＣＤにおける活動の他、ＶＡＭＡＳ（新材料及び標準

に関するベルサイユプロジェクト）に中国、韓国が追加加盟することに伴い、新たに

覚書に署名し、試験・評価技術の研究を各国間の共同研究で推進し、その成果を標準

化機関の活動に活用している。このような国際的な協調をベースとした標準化活動の

推進により、材料の安全性・信頼性に対する国際的認識の一致を推進し、新材料の社

会への普及に貢献している。さらに、日米欧の産学官関係者が一同に介してナノテク

の研究開発動向に関して意見交換する場であるＩＮＣ (International 

Nanotechnology Conference for Communications and Cooperation)に、2005年の開始

以降毎年参加している。３地区持ち回りで開催されるが、日本の産学官関係者が協力

して2008年に第４回目のＩＮＣ（ＩＮＣ４）を日本で初めて開催し、前日の「Nanotech 

in Japan」では日本のナノテク活動を紹介しアピールした。なお、第５回目となるＩ

ＮＣ５は2009年5月にロサンゼルスで開催され、ナノエレクトロニクス関連に加えて、

ナノテクのエネルギー応用やナノテク分野の教育などに関する意見交換が行われる。 

また、知的財産戦略本部に置かれた「知的財産による競争力強化専門調査会」にお

いて、ナノテク・材料を含む分野別の知財戦略に関する検討が行われた。検討の結果、

各分野固有の課題を念頭に置きつつも、我が国として今後取り組むべき知的財産に係

る基本的な戦略及び取組の在り方が示された「知財フロンティアの開拓に向けて（分

野別知的財産戦略）」が同専門調査会でとりまとめられ、平成１９年１２月１３日に知

的財産戦略本部に報告された。 

 

○国民への研究開発の説明 

ナノテクノロジー・材料分野の研究開発を推進することにより得られる成果は、科

学技術の進歩、産業競争力の強化、社会の抱える課題の解決等を通じて国民に還元す

ることが求められている。例えば、希少資源や不足資源を代替する材料技術において

革新が生まれれば、資源枯渇問題の解決に大きく貢献できるが、こうした点を広く国

民に伝えることが重要であり、文部科学省、経済産業省、環境省、内閣府の連携によ

り、元素戦略／希少金属代替材料開発のシンポジウムが開催されているなど、国民へ

の説明のための取組が進んでいる。 

また、連携施策群「水素利用／燃料電池」、「ナノバイオテクノロジー」及び「ナノ

テクノロジーの研究開発推進と社会受容に関する基盤開発」においても、成果報告会

やシンポジウムが開催され、活動成果の国民への説明に積極的に取組んでいるほか、

ホームページでの情報発信にも力を入れている。 

さらに、ナノテクノロジーの啓蒙活動の一環として、内閣府の監修により、ナノテ

クノロジーを簡易に説明する冊子、DVD、ホームページの制作がなされるなど広報活動

に取り組んでいる。これまでに冊子約1 万冊、DVD 約7 千枚が一般及び大学・研究機

関や高校などの教育機関に配布された。また、ナノテクノロジーの最先端研究成果を

発信することを目的として、文部科学省はナノテクノロジー・ネットワーク事業の一

環として、インターネットサイト「Nanotech Japan」を作成し、第一線の研究者のイ

ンタビューやメールマガジンの配信を行っている。 

この他にも、世界最大の国際ナノテクノロジー総合展示・技術会議（nano tech）に

おいても、研究開発独立行政法人や大学からナノテク関係の研究成果の展示が行われ
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たほか、期間中、文部科学省 のナノテクノロジー・ネットワーク事業の一環として「ナ

ノテクノロジー総合シンポジウム」等の各種シンポジウム等が開催され、企業や研究

者への情報提供や分野を超えた研究交流を積極的に推進した。 

ナノテクノロジー・材料分野における研究成果は実用化には長時間を要するため、

国民にも理解が得られるように、今後もより一層の継続的な成果事例集の公表やどの

ように社会に貢献するかなどの情報発信が必要である。さらに、国際的な展示会や会

議を利用して、日本の研究成果等を積極的に世界に向け発信し続けることが重要であ

る。 

 

（４）今後の取組について 

 

① ｢重要な研究開発課題｣及び｢戦略重点科学技術｣について 

｢重要な研究開発課題｣及び｢戦略重点科学技術｣については、（２）に記述の通り、

基本計画の中間年度までの間、概ね順調に進捗しており、引き続き、個々の施策の実

施状況を精査しつつ、分野別推進戦略に基づいた研究開発を進めていくことが重要で

ある。良好な成果が得られている領域ではさらに積極的に研究開発を進めるとともに、

一部目標成果が大きいにも拘らず研究開発が遅れている領域では、目標達成に向けた

取組の加速が一層重要である。 

状況認識の項目で言及したように、近年、環境、エネルギー、資源問題に世界的な

関心の広がりが見られ、これらの問題の解決に向け、ナノテクノロジー・材料技術に

よるブレークスルーが期待されている。環境・エネルギーに関連しては、量子ドット

を用いるなど新型の高効率な太陽電池技術の開発や、鉄ニクタイド系新超伝導体の発

見等の成果が得られており、資源問題関連では、液晶ディスプレイのＩＴＯ代替材料

として、新概念の透明アモルファス酸化物半導体（ＴＡＯＳ）の開発、白金を使わな

い燃料電池用無機系及び有機系触媒開発等の新たな成果がみられる。今後、環境、エ

ネルギー、資源関連の開発研究については、さらに強化する必要がある。 

また、世界同時不況等によるエレクトロニクス産業の低迷に対しては、極低消費電

力デバイスや、新規不揮発性メモリ、超高密度記録技術、有機エレクトロニクス等、

新たな付加価値を生み出す革新的技術によって市場を活性化させることが重要になる

と考えられる。ナノテク・材料技術を活用したこれらの技術開発についても、今後強

化してゆくことが必要である。 

内閣府においては、基本計画のフォローアップにより、状況変化を踏まえた進捗状

況を毎年把握し、必要に応じて対策を促していくことが重要である。 

 

② 推進方策について 

  各推進方策については、これまでの取組の結果抽出された課題等をふまえつつ、各

府省において柔軟に対応し、取組を進めていくことが必要である。具体的な推進方策

毎に留意すべき事項は以下の通りである。 

また、第３期科学技術基本計画の残期間に加え、その後の展望も含めてナノテクノ

ロジー・材料ＰＴが取りまとめた「ナノテクノロジー・材料分野における現状分析と

今後の対応に関する取りまとめ（平成２１年５月８日）」に領域ごとに今後必要な対
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応方策が取りまとめられていることから、中長期的な推進に際しては、当該取りまと

め結果も踏まえての対応が必要である。 

 

○国の関与の必要性と官民の役割分担 

 日本の経済・産業を活性化させ強くするためにも、このナノテクノロジー・材料分

野をさらに推進していき、革新的な技術の創出を図っていくことが重要である。特に、

近年、地球の温暖化防止の観点から、環境・エネルギーがグローバルな課題として浮

かび上がってきており、その解決に向けたブレークスルー研究を担うナノテク・材料

分野の役割は極めて大きいと言える。 

 一方、国際的に見ると、欧米だけでなくアジア各国のナノテクノロジー関係の研究

投資の伸び率が大きくなっており、論文の数や特許の数の推移からもこれまでの日本

のこの分野での優位性が脅かされる状況になってきている。大幅に強化している海外

の研究開発投資、拠点整備、グローバル人材育成の状況を考慮すると、日本がこのま

まの状況を続けていたのでは近々逆転を許してしまい、日本の優位性が失われる懸念

がある。 

このため、今後もナノテクノロジー・材料分野の戦略的な強化策が必要であり、一

過性ではなく中長期的な視点での研究開発支援、研究拠点の整備、グローバルな人材

育成の強化に国としては取組む必要がある。 

 

○人材育成と拠点形成 

 人材育成については、一過性ではなく中長期的な計画を立てて、初等・中等教育で

の理科離れ対策などと共に、大学、大学院等、高等教育での人材育成の充実化を図る

ことが重要である。さらに、グローバルな俯瞰的視野、対応力及び判断力の養成、海

外研究者との交流機会を増やすためのシステム構築が必要である。 

ナノテクノロジー及び材料分野を支える人材は、大学院や研究開発独法などの高等

研究機関で働く研究者のほかにナノ・材料技術を完成品として仕上げる産業技術者・

技能者など広範な専門性を有する幅広い人材で構成されており、その育成・確保が当

該分野の将来の発展に不可欠である。特にグローバル競争の激しいナノテク・材料分

野で、諸外国を相手に対等に闘える若手人材、例えば大学院生や若手研究者および産

業技術者を目指す大学院生らの育成が喫緊の課題である。 

短期の研究プロジェクト内活動あるいは研究拠点での研究開発などの経験を積むこ

とで育成される、現在主流の若手育成施策に対し、期間限定のプログラムではなく、

中長期視点に立った一貫した育成方針施策の策定を行う必要がある。大学および大学

生、大学院生を対象とした検討から開始すべきであるが、根本は、例えば理工系学部

への大学入学希望者の減少にみられるような若年層の理科離れにも連関する課題であ

り、理工系人材育成に関する大きな検討のフレームワーク（グランドビジョン）の中

に位置づけられるべきである。 

拠点形成については、ナノテクノロジー・材料分野の各領域間および異分野との連

携や融合を加速できるインフラと世界をリードする研究領域・技術を有し、世界の優

秀な研究人材が集まる研究拠点を構築することにより、我が国が強みを有する技術を

さらに強化していき、実用化・産業化の加速を行うことが必要である。また、他の拠
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点や研究機関とのネットワークを太くし、各拠点の特徴を活かして全体として効率的

な研究開発が進められるようにしておくことも重要である。 

 例えば、ナノエレクトロニクス素子の原理実証の基礎研究から製品化につなげる素

子の集積化の実証といった、新機能の有用性・事業性の試作検証のフェーズまでの研

究開発を可能とするナノエレクトロニクス研究拠点の構築が望まれる。このような拠

点で世界に先駆けて欧米に無い新しい技術潮流を作り出せれば、海外の拠点へと流れ

つつある日本および海外の優秀な人材を集めることも可能になると思われる。 

  

 

○国の研究資源配分のあり方 

 近年、地球の温暖化防止の観点から、環境・エネルギー問題がグローバルな課題と

して浮かび上がってきており、その解決に向けた先端研究としてナノテクノロジー・

材料分野の役割は大きいといえる。 

研究資源の配分にあっては、様々な科学技術分野の基盤となる技術構築のような課

題については、継続的に研究支援を実施していくとともに、ナノテクノロジー・材料

技術の出口として、例えばグローバルな課題である環境・エネルギー問題の解決にフ

ォーカスし、有望なナノテクノロジー・材料技術に対して研究の初期段階から戦略的

に集中的な資源配分を行うファンディングシステムを構築することも重要である。 

また、新しい材料・製品を早期に世に出すためには、企業や研究機関にインセンテ

ィブを与える政策面での支援も必要である。 

 

○産学官及び府省の連携 

ナノテクノロジー・材料分野は、その基盤技術の活用により、ライフサイエンス分

野、情報通信分野、環境分野、エネルギー分野など他分野との分野横断・融合的取り

組みを推進することが重要である。具体的には、「元素戦略／希少金属代替材料開発プ

ロジェクト」、「ナノエレクトロニクス戦略合同会議」などの取り組みや、各種連携施

策群で構築された連携の枠組みを一層活用することが重要である。また、「使われてこ

そ材料」と言われるように、ナノ・材料の知見をその応用分野の技術と融合する府省

連携（垂直型府省連携）をさらに促進すべきである。 

この他、最先端の再生医療、医薬品・医療機器の開発・実用化を促進することを目

的とし、ライフサイエンス分野における府省連携により創設された「先端医療開発特

区（スーパー特区）」において、公募により採択された課題の中には、ナノバイオテク

ノロジー・生体材料領域の研究開発課題も複数含まれており、他の推進分野の取組を

通じた研究課題の推進もまた期待できる。 

また、連携施策群は、期待以上の成果を挙げており、終了後のコーディネーション

機能の継続・充実に際し、ナノテクノロジー・材料ＰＴが中心となって必要に応じた

フォローをしていく必要がある。府省連携の取組においては、今後取り上げるべき課

題の一つとして、環境分野、エネルギー分野とナノテクノロジー・材料分野の分野横

断的な取り組みの推進が考えられる。 

さらに、文部科学省／ＪＳＴと経済産業省／ＮＥＤＯの共同連携体制による基礎・

基盤研究から産業応用・製品化までの切れ目のない研究ファンディングの推進が期待
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される。ナノテクノロジーは、他のテクノロジーと異なり、商品化に向けて研究開発

を行うには、異分野異業種との連携等が不可欠であり、産学官との連携、異分野異業

種との融合等が重要であることから、複数の大学で始まっている医工融合研究・教育

の施策は、今後大きな成果が期待される。 

 

○安全・安心に資する取組と責任ある研究開発推進 

第３期科学技術基本計画のナノテクノロジー・材料分野における分野別推進戦略に

おいては、社会全体でのナノテクノロジーの正しい知識の普及等を行うことが重要と

しており、「ナノテクノロジーの責任ある研究開発」を重要な研究開発課題として位置

づけている。こうした中で、例えば市民対話やアウトリーチ活動といった、ナノテク

ノロジーの研究成果をわかりやすく国民に発信し国民の理解を得る取組を推進してい

くことは引き続き重要である。アウトリーチ活動の一環としての府省連携の下でのシ

ンポジウムの開催等を通して、ナノテクノロジーの研究成果や政府の安全対策の取組

等について分かりやすく発信していく必要がある。 

ナノマテリアルの社会的受容性に関するリスク評価・管理手法の開発（研究開発、

基盤整備、測定）については、関係省庁の連携により引き続き推進するとともに、そ

れらの結果をＯＥＣＤ等と情報交換することにより、積極的に国際貢献を行うことが

重要である。また、ナノテクノロジーの社会受容性の向上のためには、ナノテクノロ

ジーのリスクガバナンスについても検討が必要である。さらに、ナノテク材料を作製

する事業者が自己の努力と見識でリスク評価をし、その結果を国民に伝え国民理解を

得ていく道筋を作っていくことも必要である。それに当たり、国際標準化、国際協調

等の議論に関しては、ＩＳＯを始めとし様々な動きがあるが、これらを関係者へ情報

提供する仕組みも、国際対応の一つの課題として挙げられる。 

連携施策群の補完的課題において当該活動の一助となる国民を含めた各種関係者へ

の情報提供の仕組みを検討・実施していることから、これらの活動に当たっては、補

完的課題の枠組みを活用していくことも効率的であると考えられる。 

 

○国際協調と知財戦略 

日米欧の産学官関係者が一同に会してナノテクの研究開発動向に関して意見交換す

る場であるＩＮＣ (International Nanotechnology Conference for Communications 

and Cooperation)等の枠組みを有効に活用し、戦略的な視点を持ちながらナノテクノ

ロジー研究における国際協調等の推進にあたることが重要である。人材育成という観

点からも、若手研究者の国際交流支援策を一層強化していく必要がある。 

知財戦略においても関係機関の連携が不可欠であり、研究者の特許出願を支援する

ための資金、人材、ネットワーク、そして戦略的な特許取得への対策が重要である。

特に、特許対策として研究開始段階から知財の切り口で研究開発をとらえることがで

きる人材によるサポートが必要である。 

 

○国民への研究開発の説明 

  ナノテクノロジー・材料分野における研究成果は実用化には長時間を要するため、

国民にも理解が得られるように、今後もより一層の継続的な成果事例集などの公表が
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必要である。例えばその手段としてインターネットサイト等を活用する。また、ナノ

テクノロジー・材料技術が製品の中でどのように使われているか、国民にわかりやす

く説明することも重要である。 

今後も、国際的な展示会、会議（例えば、国際ナノテクノロジー総合展・技術会議

等）を利用して、日本の研究成果等を積極的に世界に向け発信続けることが重要であ

る。特に、国内中小企業、大学や公的研究機関の研究成果を産学官連携して、広く海

外へ発信してゆく取組みを強化するべきである。これは、海外市場の捕捉と同時に、

日本初のナノテク・材料技術が世界で貢献していることを国民へわかりやすく説明す

ることにつながる。 

 

 

ナノテクノロジー・材料分野は、あらゆる科学技術分野の基盤をなす技術であり、

既存産業の課題解決や新産業の創出を図り、環境・エネルギー問題の解決に寄与する

ことができるため、環境問題と経済発展の両立といった政策課題の解決に貢献するこ

とができる。 

第３期科学技術基本計画策定以降の大きな状況変化として、世界的課題である気候

変動問題が大きくクローズアップされ、温室効果ガスの排出量を大幅に削減すること

が国際社会において喫緊の課題となっている。そのため、CO2ガス排出削減につながる

二次電池、太陽電池、燃料電池などクリーンエネルギー技術が注目され、そのブレー

クスルーを可能とするナノテクノロジー・材料分野への期待は大きい。 

このため、グローバルな課題である環境・エネルギー問題の解決にフォーカスし、

二次電池、太陽電池、燃料電池等の有望なナノテクノロジー・材料技術に対して戦略

的に集中的な資源配分を行うとともに、長期的に継続して研究支援を続けられるファ

ンディングシステムを構築することや、新しい材料・製品を早期に世に出すために、

企業や研究機関にインセンティブを与えることが重要である。 

以上を踏まえ、ナノテクノロジー・材料分野の研究開発においては、このような環

境・エネルギーや世界的な経済不況等の状況を反映して、強化すべき研究テーマなど

の一部見直し、要素技術のシナリオ化を行いながら、これまでの戦略を継続し、一層

強化推進していくことが重要である。 
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